
 

 

 

 

 

募 集 職 種：学校看護師（会計年度任用職員） 

業 務 内 容：貝塚市内の小学校または幼稚園に勤務し、医療的ケアが必要な 

園児・児童への喀痰吸引・経鼻栄養・水疱の手当て等 

ケアを行う 

応 募 資 格：看護師資格を有する者 

任 用 期 間：令和 6 年４月１日以降の任用開始日から 

令和 7 年３月３１日まで 

※令和 7 年４月以降も継続する場合があります。 

勤 務 地：貝塚市内公立小学校または公立幼稚園 

報 酬：時給１８３０円 

勤 務 日 等：週５日 ８：２０～園児・児童が下校するまで（１５：００頃） 

手 当 等：厚生年金保険、健康保険、雇用保険、労災保険に加入。 
     通勤手当については、片道２㎞以上かつ公共交通機関を 

１㎞以上利用の場合に条例、規則に従い支給。 

休 日：毎週土日、国民の祝日、学校閉庁日、夏季休業等の 

       長期休業期間 

（学校園の行事等により変更になる場合があります。） 

応 募 方 法：貝塚市教育委員会 学校教育課まで電話にて 

ご連絡ください。 

問 合 せ 先：貝塚市教育委員会 学校教育課 【担当 矢野】 

       ０７２－４３３－７１０９ 

 
 

 



 

貝塚市会計年度任用職員（パートタイム）募集要項 

貝塚市教育委員会 学校教育課 

１）募集職種 

  学校看護師 

 

２）業務内容 

小学校または幼稚園に勤務し、管理職の指揮監督を受けて医療的ケアが必要な園児・

児童への医療行為等を行う。 

業務の具体例 

・喀痰吸引 

・経鼻栄養 

・水疱の処理 

・その他、必要な医療的ケア 

 

３）応募資格 

  看護師資格を有する者 

 

４）勤務条件 

①任用期間 

令和６年４月１日以降の任用開始日から令和７年３月３１日まで 

 

②勤務地 

貝塚市立小学校または幼稚園 

 

③報酬 

時給1８３０円 

 

④勤務日及び勤務時間 

週５日 

８：２０～園児・児童が下校するまで（１５：００頃） 

※勤務時間については、園児・児童の実態に合わせて管理職が割り振ります。 

 

⑤手当等 

厚生年金保険、健康保険、雇用保険、労災保険に加入。 

通勤手当については、片道２㎞以上かつ公共交通機関を１㎞以上利用の場合に 

条例、規則に従い支給。 

 

⑥休日 

毎週土・日、国民の祝日、学校閉庁日、春季休業・夏季休業等の長期休業期間 



 

⑦その他 

・任免及び配置校決定は教育委員会が行います。教育委員会が学校看護師としてふさ

わしくない行為、その他特別の事情があると認めたとき、任期中においても解職する

ことができるものとします。 

  ・学校看護師は、職務遂行上知り得た個人情報はもとより、学校運営に関して知り得

た情報は、一切、第三者に漏らしてはなりません。また、その職を退いた後も同様と

します。 

・その他、対象園児・児童の転出等により、任期中においても解職する場合がありま

す。 

 

 

５）選考方法について 

①選考科目 

面接による口述選考 

②提出書類 

履歴書（一般的なもので可）、看護師免許の写し 

③会場 

貝塚市役所 ５F 学校教育課 

 

６）申し込み手続き 

貝塚市教育委員会 学校教育課 矢野まで電話でご連絡ください。 

TEL 072-433-7１０９ 


